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第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

東近江市準備委員会 第１回輸送交通専門部会 次第 

 

                  日時 令和４年５月25日（水）午後２時 

                  場所 東近江市役所317・318会議室（新館３階） 

 

１ 開会 

 

２ 事務局長あいさつ 

 

３ 東近江市準備委員会専門部会について                …P２ 

 

４ 部会長、副部会長について 

 

５ 部会長あいさつ                          

 

６ 委員紹介                             …P３ 

 

７ 大会概要等 

(1) 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の概要         …P４ 

(2) 開催準備経過概要                        …P６ 

(3) 東近江市開催競技及び開催施設                  …P８ 

(4) 大会開催に向けたスケジュール                  …P９ 

 

８ 報告事項 

(1) 東近江市開催推進総合計画                    …P10 

 (2) 東近江市準備委員会専門部会規程                 …P13 

 (3) 開催期間中における宿泊施設の状況について            …P16 

 

９ 協議事項 

(1) 東近江市輸送・交通基本計画（案）                      …P17 

(2) 東近江市警備・消防防災基本計画（案）                     …P19 

 

10 閉会 
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第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

東近江市準備委員会専門部会について 

 

１ 専門部会とは 

東近江市準備委員会専門部会は、準備委員会において、常任委員会から付託

された専門事項について調査・審議し、常任委員会に報告する組織となります。 

専門部会を設置することにより、よりきめ細やかな事業計画や関連機関と

の連携、調整が図りやすくなり、大会の円滑な運営に寄与します。 

 

２ 輸送交通専門部会の調査・検討内容 

・輸送及び交通に関すること。 

・警備及び消防防災に関すること。 

 

３ 東近江市準備委員会組織図 

 

             総 会（最高議決機関） 

   競技会の開催運営に関する基本方針、事業計画・事業報告、予算・決算 

   その他重要事項に関する審議・議決 

                             

           委任           報告 

常任委員会（決定機関） 

   総会からの委任事項、緊急事項、専門部会の設置・付託、その他の必要 

事項の審議・決定 

 

        付託・委任            報告 

 

専門部会（調査機関） 

 

      総務企画   競技式典   宿泊衛生   輸送交通 
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専門部会
役職名

準備委員会委員
選出区分

所属機関・団体名 役職 氏名

1 部会長 市関係 東近江市都市整備部
管理監

（公共交通政策担当）
山本　享志

2 副部会長 輸送・交通関係 一般社団法人滋賀県バス協会 専務理事 野村　義明

3 輸送・交通関係 一般社団法人滋賀県タクシー協会 専務理事 松尾　武文

4 警察関係 東近江警察署 地域課長 赤堀　眞二

5 警察関係 東近江警察署 交通課長 洲鎌　雅之

6 消防関係 東近江行政組合 警防課参事 竹村　豊

7 消防関係 東近江市消防団 副団長 中村　正司

8 輸送・交通関係 西日本旅客鉄道株式会社 彦根駅長 西川　勝

9 輸送・交通関係 近江鉄道株式会社 鉄道部長 遠藤　賢一

10 県関係 滋賀県東近江土木事務所 所長 山崎　邦夫

11 市関係 東近江市総務部管財課 課長 西堀　泰司

12 市関係 東近江市総務部防災危機管理課 課長補佐 田中　和則

13 市関係 東近江市都市整備部広域事業推進課 課長 寺田　章男

14 市関係 東近江市都市整備部管理課 課長補佐 安田　宣夫

15 市関係 東近江市都市整備部道路課 課長補佐 小辰　源

16 市関係 東近江市都市整備部
管理監

（都市計画担当）
五十子　又一

（順不同・敬称略）

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
東近江市準備委員会輸送交通専門部会委員名簿
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国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の概要 

 

１ 概要 

 国民スポーツ大会（現在の国民体育大会）は、昭和21年に京都府を中心に第１回

大会が開催され、以降、各都道府県の持ち回り開催となり、広く国民の間にスポー

ツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の向上を図り、併せて

地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊か

にすることを目的に毎年開催されるスポーツの祭典です。 

 全国障害者スポーツ大会は、昭和40年から身体障害のある人を対象に行われてき

た「全国身体障害者スポーツ大会」と、平成４年から知的障害のある人を対象に行

われてきた「全国知的障害者スポーツ大会」を統合した大会として、平成13年から

国体終了後に同じ開催地で開催されている大会で、障害のある人が競技等を通じて

スポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害のあ

る人の社会参加の推進に寄与することを目的として、毎年開催される障害者スポー

ツの祭典です。 

 国民体育大会は、令和６年に開催される第78回大会以降、国民スポーツ大会に名

称変更され、略称は国スポ（こくすぽ）となります。 

 なお、全国障害者スポーツ大会については、第１回大会以降、障スポ（しょうす

ぽ）の略称で親しまれています。 

 

２ 主催 

 国民スポーツ大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、開

催地都道府県であり、また、各競技会については、日本スポーツ協会加盟競技団体、

会場地市町を含めたものとなります。 

 全国障害者スポーツ大会の主催者は、公益財団法人日本パラスポーツ協会、文部

科学省、開催地都道府県及び市町に、その他の関係団体を加えたものとなります。 

 

３ 大会の開催時期等 

【国民スポーツ大会】 

開催時期：９月中旬から10月中旬まで 

開催期間：11日間以内 

【全国障害者スポーツ大会】 

開催時期：原則として国民スポーツ大会の終了後 

開催期間：３日間 
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４ 滋賀県大会の大会名、愛称、スローガン  

大会名「第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会」 

愛 称「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」 

スローガン「湖国の感動 未来へつなぐ」 

 

５ 滋賀県の実施予定競技 

【国民スポーツ大会】 

 (1) 正式競技（37競技） 

ア 毎年実施競技（36競技） 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、バレーボール、体

操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハ

ンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシ

ング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグ

ビーフットボール、スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、空手道、

銃剣道、なぎなた、ゴルフ、ボウリング、トライアスロン 

イ 隔年実施競技（第78回～第81回大会基準） 

ボクシング、クレー射撃（第79回大会では、ボクシングを実施） 

(2) 特別競技（１競技） 

高等学校野球（硬式及び軟式） 

(3) 公開競技（７競技） 

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、

バウンドテニス、エアロビック 

(4) デモンストレーションスポーツ 

県民を対象とし、滋賀県にて種目が決定されます。 

【全国障害者スポーツ大会】 

 (1) 正式競技（14競技） 

陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、フライングディスク、ボウリング、ボ

ッチャ、バスケットボール、車いすバスケットボール、ソフトボール、グランド

ソフトボール、フットベースボール、バレーボール、サッカー 

(2) オープン競技 

滋賀県、公益財団法人日本パラスポーツ協会、文部科学省による協議のうえ、

決定されます。（例：肢体障害者ボウリング、ブラインドテニス、精神障害者フ

ットサル等） 
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第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

開催準備経過概要 

※ 太字は東近江市関係 

 

年 度 月 日 経 過 概 要 

H24 
３月22日 

 

滋賀県議会（平成25年２月定例会）において、「第79回国民体育大会の招致

に関する決議」を全会一致で可決 

H25 

７月24日 

 

公益財団法人日本体育協会の理事会において、開催申請書提出順序の了解

（開催内々定） 

10月31日 

 

第79回国民体育大会滋賀県開催準備委員会設立総会・第１回総会及び第１回

常任委員会の開催 

H26 
５月26日 

 

第79回国民体育大会滋賀県開催準備委員会第２回常任委員会及び第２回総

会開催 

H27 ８月31日 
第79回国民体育大会滋賀県開催準備委員会第３回常任委員会及び第３回総

会開催  

H28 ８月３日 

第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第４回常任委員会及び第４回総会開催 

〇国体会場地市町第二次内定 

【サッカー（成年男子）、ソフトボール（成年男子）】 

H29 

６月13日 

第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第７回広報・県民運動専門委員会において【両大会のマスコットキャラクター

「キャッフィー・チャッフィー」が決定】 

７月31日 

第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第５回常任委員会及び第５回総会開催 

〇国体会場地市町第三次内定 

【軟式野球（成年男子）、カヌースプリント（全種別）、ゴルフ（女子）】 

H30 

４月１日 
 東近江市教育委員会スポーツ課内に国体準備室設置 

５月21日 
第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第６回常任委員会及び第６回総会開催 

６月14日 
〇国体会場地市町第四次内定 

【ボクシング】 

２月12日 

 

公益財団法人日本スポーツ協会平成30年度第１回国民体育大会委員会にお

いて、第78回大会以降【大会名称は「国民スポーツ大会」、略称は「国スポ（こ 

くすぽ）」】とすることを承認 

第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第13回広報・県民運動専門委員会において【両大会の愛称「わたＳＨＩＧＡ輝

く国スポ・障スポ」及びスローガン「湖国の感動 未来へつなぐ」が決定】 

 

H31 

（R1） 
４月１日 

 東近江市教育委員会スポーツ課内「国体準備室」から「国スポ準備室」に名

称変更 
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年 度 月 日 経 過 概 要 

H31 

（R1） 
５月17日 

第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第７回常任委員会及び第７回総会開催 

〇全国障害者スポーツ大会会場地第一次内定 

【グランドソフトボール】 

R２ 

４月１日  東近江市文化スポーツ部創設。「国スポ・障スポ推進課」を設置 

６月１日 
第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委

員会第８回常任委員会及び第８回総会開催（書面開催） 

10月８日 
令和７年（2025年）第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大

会開催地を滋賀県に内定 

3月22日 
第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委

員会第９回常任委員会開催 

R３ 

８月３日 

第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第10回常任委員会及び第9回総会開催 

〇国体会場地市町第八次内定 

【自転車（ロード・レース）】 

11月９日 
第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会東近江市準備委員

会設立発起人会の開催 

１月28日 
第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会東近江市準備委員

会設立総会・第１回総会及び第１回常任委員会の開催 

3月29日 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会東近江市準備委員

会第１回総務企画専門部会の開催 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会東近江市準備委員

会第１回競技式典専門部会の開催 

R４ ４月19日 

〇第79回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ実施競技及び 

会場地内定  

【ネットでポンポイ】 

 

 

国民体育大会（国民スポーツ大会）開催状況一覧 

回数 開催年 開催地 大会名 備考 

第 74 回 令和元年（2019） 茨城県 いきいき茨城ゆめ国体  

第 75 回 令和 2年（2020） 鹿児島県 燃ゆる感動かごしま国体 延期 

第 76 回 令和 3年（2021） 三重県 三重とこわか国体 中止 

第 77 回 令和 4年（2022） 栃木県 いちご一会とちぎ国体  

第 75 回 令和 5年（2023） 鹿児島県 燃ゆる感動かごしま国体 特別大会 

第 78 回 令和 6年（2024） 佐賀県 SAGA2024 国スポ 名称変更 

第 79 回 令和 7年（2025） 滋賀県 わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ  

第 80 回 令和 8年（2026） 青森県 青の煌めきあおもり国スポ  
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【国民スポーツ大会】７競技

競技名 種別 開催施設

東近江市総合運動公園布引陸上競技場

京セラ株式会社滋賀八日市工場総合グラウンド

　ボクシング 全種別 東近江市能登川アリーナ

　自転車(ロード・レース） 全種別 東近江市特設ロードレースコース（調整中）

　軟式野球 成年男子 東近江市ひばり公園湖東スタジアム

　ソフトボール 成年男子 東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド

　カヌー（スプリント） 全種別 伊庭内湖特設コース

　ゴルフ 女子 名神八日市カントリー倶楽部

【全国障害者スポーツ大会】１競技

競技名 種別 開催施設

　グランドソフトボール 身体障害 東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド

【デモンストレーションスポーツ】１競技

競技名　 種別 開催施設

　ネットでポンポイ 東近江市総合運動公園布引体育館

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
東近江市開催競技及び開催施設

成年男子　サッカー
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年度 主要日程
東近江市準備委員会

（東近江市実行委員会）
市

令和７年度
（2025年）
【開催年】
滋賀国スポ

第79回国民スポーツ大会・第24回障害者スポーツ大会
大会開催に向けたスケジュール

令和３年度
（2021年）
【４年前】
三重国体
(中止)

令和４年度
(2022年)

【３年前】
栃木国体

令和５年度
（2023年）
【２年前】
鹿児島国体

令和６年度
(2024年)

【１年前】
佐賀国スポ

設立発起人会
（令和３年11月９日）

準備委員会設立総会

総会・常任委員会
（令和４年１月28日）

各専門部会
総務企画・競技式典

宿泊衛生・輸送交通

（随時開催）

実行委員会設立総会

常任委員会

総会

常任委員会

各専門部会
総務企画・競技式典

宿泊衛生・輸送交通

（随時開催）

令和２年度

国スポ・障スポ推進課設置

会場地総合視察

開催決定・会期決定（令和４年夏頃）

国スポリハーサル大会

障スポリハーサル大会

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会開催

実行委員会解散

庁内推進本部設置

リハーサル大会

実施本部設置

本大会実施本部設置

令和元年度

国スポ大会開催内定

先催県視察・情報収集
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【報告事項(1)】 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

東近江市開催推進総合計画 

 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会の成功に向け、滋賀県、 

各競技団体及びその他関係団体と連携を図り、市民の総力を結集して、本市が目指 

す「うるおいとにぎわいのまち東近江市」につながる大会となるよう、東近江市開 

催基本方針に沿った開催推進総合計画を定めるものとする。 

 

１ 基本方針 

(1) 総務企画 

滋賀県、各競技団体及びその他関係団体と連携のもと、円滑な大会運営を行 

うため、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。 

(2) 財務 

滋賀県との連携、相互協力のもと創意工夫を凝らした魅力あふれる大会を 

目指し、適正かつ効率的な財務の運営を図る。 

(3) 広報 

大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積 

極的に展開するとともに、本市を訪れる方々に万葉の時代から受け継がれて 

きた歴史、文化、自然など多彩な魅力を全国に発信する。 

(4) 市民協働 

市民一人一人が大会開催等に積極的に参加する機運を高め、様々な形で参 

画することにより、大会を盛り上げていく。 

 (5) 歓迎、おもてなし 

選手、監督をはじめ、本市を訪れる方々を温かく迎え、再び訪れていただけ 

るよう心のこもったおもてなしを提供する。 

(6) 競技 

滋賀県、各競技団体及びその他関係団体と連携のもと、競技会の円滑な運営 

を図り、競技に必要な用具等については、既存のものを活用するなど効率的に 

運営を行う。 

 (7) 式典 

表彰式等は、関係者と十分協議を行い、簡素、効率化を図りつつも、創意工 

夫をこらした温かみのある式典の運営に努める。 
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(8) 施設 

国民スポーツ大会競技施設基準に基づき、既存施設の有効活用に努めながら

必要な施設の整備を図るとともに、大会終了後の施設利用も視野に入れた整備

を行う。 

(9) 宿泊、観光 

選手、監督をはじめ本市を訪れる方々を温かく迎え、安心安全で快適な宿舎 

を確保するとともに、豊かな自然環境や歴史、文化など地域資源に触れていた

だく機会を提供し、観光の振興を図る。 

(10) 医事、衛生 

大会に携わるすべての方々の安全を確保し、快適な環境のもと大会を開催 

するため、食品衛生や環境衛生に配慮するとともに防疫対策及び医療救護体 

制の確立を図る。 

(11) 輸送、交通 

公共交通機関の利用を促進するとともに、安全かつ効率的で確実な輸送手 

  段の確保や輸送、交通体制の確立を図る。 

(12) 警備、消防防災 

競技会場や大会関係施設における治安の確保や、非常時における緊急対応策

を講じるため、警察や消防、その他関係機関と連携しながら、警備、消防防災

体制の確立を図る。 

 

 

 

２ 年次計画 

  第79回国民スポーツ大会開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）は、別表の 

とおりとする。 
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2021年度（４年前） 2022年度（３年前） 2023年度（２年前） 2024年度（１年前）
　

　 　

　
　

　 　

　 　

　 　 　

　  

　

　

　

　

　

　
　
　 　

 

2025年度（開催年）

第79回国民スポーツ大会東近江市開催推進総合年次計画【年度別業務】

年度

②
財
務

第
7
9
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
2
4
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

⑩
医
事
・
衛
生

⑦
式
典

⑧
施
設

⑫

警

備

・

消

防

防

災

⑥
競
技

主
要
行
事

⑪

輸

送

・

交

通

⑨
宿
泊
・
観
光

総
務
企
画
専
門
部
会

競
技
式
典
専
門
部
会

準
備
委
員
会

市

準
備
組
織

宿
泊
衛
生
専
門
部
会

輸
送
交
通
専
門
部
会

①
総
務
企
画

③
広
報

⑤

歓

迎

・

お

も

て

な

し

④
市
民
協
働

競技施設設営

弁当調達実施要項策定

競技会運営基本計画策定

リハーサル大会開催実施要項作成

中央競技団体視察（自転車）

実行委員会 第３回総会 開催 実行委員会 第４回総会 開催

県準備委員会との連絡調整

開催推進総合計画策定

県準備（実行）委員会との連絡調整

開催推進総合計画 進行管理

本大会 開催経費積算

広報基本計画策定

ホームページ開設・情報発信

広報啓発活動の推進

市民協働推進基本計画策定 市民協働の推進

歓迎・おもてなし基本計画策定

売店設置要項策定 本大会 売店設置

競技施設整備実施要項策定

競技別プログラム作成

リハーサル大会 開催

文科省･日スポ協 総合視察

本大会開催･会期決定

実行委員会へ移行

リハーサル大会 競技係員の委嘱

リハーサル大会 競技役員の委嘱

組み合わせ抽選会 開催

本大会 競技役員の委嘱

本大会競技係員・補助員の委嘱

リハーサル大会 弁当調達

医療機関・各種団体との連絡調整

警備、消防防災基本計画策定

競技別式典実施要項策定

宿泊基本計画策定

輸送・交通基本計画策定

準備委員会設立総会 第１回総会 開催

準備委員会設立発起人会 開催

本大会 予算編成 本大会 予算執行・決算書作成

リハーサル大会 開催経費積算 リハーサル大会 予算編成 リハーサル大会 予算執行・決算書作成

県準備委員会との連絡調整

観光ガイドブック・マップ 作成

競技施設整備基本計画策定

庁内推進本部設置 大会実施本部設置

ボランティア募集要項策定

ボランティア募集・説明会開催

リハーサル大会開催基本計画策定

準備委員会第２回総会 開催

実行委員会設立総会・第１回総会開催

協賛取扱要項策定

競技用具の整備・調達

式典基本計画策定

競技施設整備・点検

輸送・交通実施要項策定

医事・衛生基本計画策定

警備、消防防災実施要項策定

医療救護対策要項策定

防疫対策要項策定

食品衛生対策要項策定

環境衛生対策要項策定

協賛募集

第１回 常任委員会 開催

専門部会 設置

第２回 常任委員会 開催

競技式典専門部会 開催

宿泊衛生専門部会 開催

輸送交通専門部会 開催

リハーサル大会 売店設置

炬火イベント実施要項 策定 炬火イベント実施

本大会 救護本部・救護所設置リハーサル大会 救護本部・救護所設置

本大会 輸送本部設置リハーサル大会 輸送本部設置

本大会警備、消防防災本部設置リハーサル大会 警備、消防防災本部設

リハーサル大会 配宿 本大会 配宿

本大会 弁当調達

競技別宿泊要項策定

大会報告書 作成

本大会 開催

第３回 常任委員会 開催

実行委員会 第２回総会 開催

第４回 常任委員会 開催 第５回 常任委員会 開催

総務企画専門部会 開催

大会運営ガイドライン策定 大会本部運営マニュアル作成

ボランティア募集内容検討 本大会ボランティア配置

リハーサル大会ボランティア配置

歓迎・おもてなし要項策定

競技用具の整備計画

競技別実施要項 策定

本大会式典 実施

廃棄物処理実施

輸送計画等の調査

観光ガイドブック・マップ 配布観光基本計画策定

リハーサル大会式典 実施

リハーサル大会 保険加入

本大会 保険加入

歓迎・おもてなし実施

観光ガイドブック・マップ 検討

保険加入要項策定

第１回 総務企画専門部会 開催

第１回 競技式典専門部会 開催
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【報告事項(2)】 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

東近江市準備委員会専門部会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、常任委員会から付託された専門的事項を調査、審議するととも

に、事業概要及び計画等の説明や円滑な関連部署との調整を図ることを目的として、

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会東近江市準備委員会会則

（令和４年１月28日施行）第13条第３項の規定に基づき設置する第79回国民スポー

ツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会東近江市準備委員会専門部会（以下「専門

部会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（名称等） 

第２条 専門部会の名称及び第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大

会東近江市準備委員会常任委員会からの付託又は委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門部会に次の役員を置く。 

(1) 部会長  １名 

(2) 副部会長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 部会長及び副部会長は、専門部会委員の中から第79回国民スポーツ大会・第

24回全国障害者スポーツ大会東近江市準備委員会会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるとき又は欠けたときは、あら

かじめ部会長が指名した副部会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門部会は、必要に応じ部会長が招集する。 

２ 専門部会の議長は、部会長又は部会長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門部会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

ただし、会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人

にその権限を委任し、書面により議決に加わることができる。この場合において、

当該専門部会委員は出席したものとみなす。 

４ 専門部会の議事は、出席した委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加

わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 
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５ 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこ

とができる。 

６ 部会長は、必要があると認めるときは、委員に事前に送付した議案に対し、書面

をもって表決を求め、その結果を専門部会の議決に代えることができる。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長

が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和４年１月28日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名称 付 託 事 項 委 任 事 項 

総務企画 

専門部会 

１ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民協働に関すること。 

５ 歓迎及びおもてなしに関す

ること。 

６ 他の専門委員会に属さない

事項に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の

実施に関すること。 

競技式典 

専門部会 

１ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の

実施に関すること。 

宿泊衛生 

専門部会 

１ 宿泊に関すること。 

２ 観光に関すること。 

３ 医事及び衛生に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の

実施に関すること。 

輸送交通 

専門部会 

１ 輸送及び交通に関すること。 

２ 警備及び消防防災に関する

こと。 

左記付託する事項のうち、事業の

実施に関すること。 
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【報告事項(3)】 

開催期間中における宿泊施設の状況について 

 

１ 現状 

・開会式から大会９日目までは宿泊施設の不足が発生する。 

・大会５日目が最も不足する。 

・県内の他市町についても、同じく宿泊施設が不足している。 

 

２ 課題 

市内の宿泊施設だけでは、大会参加者の収容が困難なため、客室の提供率を上げるととも

に、近隣市町の宿泊施設を使用する充足対策を検討していく必要がある。 

 

【第１次仮配宿集計結果】 

※当該調査は、滋賀県準備委員会が令和２年度に実施された。 

※調査対象 旅館：３施設、ホテル：７施設、民宿・ペンション：５施設 合計：15施設 

※各宿泊施設における総客室の概ね半分が提供可能数となっている。 

※今回の調査に一般の参加者（応援者、観戦者等）は、含まれない。 

※令和２年度の調査のため自転車（ロード・レース）は含まれない。 

 提供可能

人数 

宿泊予想

人数 

配宿人数 不足人数 競技実施予定（令和4年2月時点） 

3日前 554 15 15 0  

2日前 554 50 50 0  

1日前 554 349 349 0  

開会式 554 760 529 231  

2日目 554 831 529 302 ボクシング、ソフトボール 

3日目 554 976 529 447 ボクシング、ソフトボール 

4日目 554 1,143 529 614 ボクシング、ソフトボール 

5日目 554 1,421 529 892 ボクシング、ゴルフ 

6日目 554 1,358 529 829 ボクシング、ゴルフ 

7日目 554 888 529 359 サッカー、軟式野球、カヌー(スプリント) 

8日目 554 706 529 177 サッカー、軟式野球、カヌー(スプリント) 

9日目 554 600 529 71 サッカー、軟式野球、カヌー(スプリント) 

10日目 554 136 136 0 サッカー、軟式野球、カヌー(スプリント) 

閉会式 554 19 19 0  

合計 7,756 9,252 5,330 3,922  
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【協議事項(1)】 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

東近江市輸送・交通基本計画（案） 

 

１ 目的 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会に参加する選手、監督、役員、 

その他関係者及び一般観覧者の輸送交通については、交通事情を勘案し交通事業者その他

関係機関との連携により、公共交通機関の利用を促進するなど、交通混雑の緩和と環境に

配慮した安全かつ効率的な輸送を行うものとする。 

 

２ 内容 

(1) 輸送対策 

ア 輸送原則 

輸送に当たっては、原則として既存の公共交通機関の利用を促進し、料金は自己負

担とする。 

  イ 計画輸送 

競技会場、練習会場又は宿泊施設への輸送の場合において、公共交通機関の状況や

競技の特殊性等から必要と認めるときは、指定集合地を設けた上で計画輸送を行う。 

 ウ 競技共催市町間の輸送 

他市町と共催で行う競技に係る競技関係者の輸送については、当該市町と協議の上、

別に定める。 

(2) 交通対策 

ア 交通規制 

大会参加者やその他関係者及び一般観覧者車両の安全かつ円滑な運行を図るととも

に、一般交通に与える影響を最小限にとどめるため、所轄警察署その他関係機関等と

協議の上、必要に応じて交通規制等の対策を講じる。 

 イ 交通の誘導 

大会参加者やその他関係者及び一般観覧者車両の安全確保を図り、目的地に迅速に

到着させるため、競技会場及び練習会場の周辺道路に案内標識を掲出し、必要に応じ

て誘導員を配置する。 

(3) 駐車場対策 

ア 駐車場の確保 

駐車場は、競技会場及び練習会場並びにその周辺における確保に努め、必要に応じ

て駐車場係の配置や臨時駐車場の整備を検討するとともに、駐車場が遠隔地になると

きは必要な措置を講じる。 
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イ 駐車場の利用 

大会参加者関係車両の駐車場利用については、運営上必要と認められるものに限定

し、駐車場への誘導を円滑に行うため、一般車両と容易に区別できるよう、事前に許

可証等を交付するなど必要な措置を講じる。 

(4) 環境への配慮 

大会期間中における環境への負担の軽減と交通混雑の緩和を図るため、公共交通機関

等の積極的な利用を推進する。 
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【協議事項(2)】 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

東近江市警備・消防防災基本計画（案） 

 

１ 目的 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会における警備・消防防災対策に 

ついては、関係機関、関係団体等との緊密な連携のもと、大会に関係する全ての施設におい 

て、安全・安心かつ円滑な大会運営を行うものとする。 

 

２ 内容 

(1) 警備対策 

ア 競技会場、練習会場、宿泊施設等（以下「競技会場等」という。）における事故及び

事件の防止を重点とした適切な対策を講じる。 

イ 大会期間中は、関係機関及び関係団体等の協力を得て、防犯対策を推進し、犯罪の

防止に努める。 

(2) 消防防災対策 

ア 競技会場等の火災、その他の災害予防並びに災害発生時における情報伝達、避難誘

導及び救急救助に関する対策を講じる。 

  イ 大会期間中の火災、その他の災害の未然防止及び災害発生時の被害の軽減を図るため、

防火、防災に対する意識の向上を図る。 

(3) 大規模災害・突発重大事案対策 

東近江市地域防災計画を踏まえ、大規模災害及び突発重大事案の発生時における情報

収集・伝達、避難誘導、被害の拡大防止、救急・救助等に関する対策を講じる。 

(4) 関係機関との連絡調整 

   警備・消防防災対策の円滑な推進を図るため、関係機関等と緊密な連携のもと、連絡体

制を確立する。 
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参考資料 
 

 

滋賀県開催準備委員会 輸送・交通基本計画（案） 

東近江市開催競技別日程（案）リハーサル大会 

東近江市開催競技別日程（案）本大会 

 

 

 

（令和４年５月１日現在） 

 



第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備委員会輸送・交通基本計画 
 
 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会輸送・交通基本方針に基づ

き、県、会場地市町、関係機関および関係団体等は相互に緊密な連携を図り、第79回国

民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）および第24回全国障害者スポーツ大会（以

下「障スポ」という。）の輸送・交通業務を円滑に推進する。 

 

１  輸送・交通業務の一般的事項 

（１）輸送対象者 

   輸送の対象者は、次のとおりとする。 

  ア 大会参加者  

① 選手・監督（障スポにおいては選手。以下同じ。） 

② 都道府県選手団本部役員（障スポにおいては役員。以下同じ。） 

③ 大会役員 

④ 競技会役員 

⑤ 競技役員 

⑥ 招待者 

⑦ 報道関係者  

⑧ 視察員 

⑨ 式典出演者 

⑩ 大会実施本部係員、大会補助員、大会協力者等 

⑪ 競技会係員、競技会補助員、競技補助員、競技会協力者等 

⑫ その他、県または会場地市町が必要と認めた者 

イ 一般観覧者 

（２）実施期間 

  【国スポ】 

輸送・交通業務を行う期間は、原則として開会式３日前から閉会式終了１日後

までの間とする。ただし、競技の特殊事情から必要と認められる場合は、会場地

市町が別に期間を定める。 

  【障スポ】 

輸送・交通業務を行う期間は、原則として開会式２日前から閉会式終了１日後

までの間とする。 

（３）業務の範囲 

  【国スポ】 

ア 輸送・交通業務の範囲は、全国輸送、開・閉会式輸送、競技会場地輸送およ

びその他大会諸行事に直接関係する会場等の相互間の輸送とする。 

イ 輸送対象者、車両、発着場所および発着時刻等を定め、計画的に行う輸送（以

下「計画輸送」という。）は、原則として概ね２㎞未満の距離は行わない。た

だし、地域の交通事情等を勘案し、県と会場地市町が協議のうえ、必要と認め



られる場合は、この限りでない。 

  【障スポ】 

輸送・交通業務の範囲は、全国輸送、開・閉会式輸送、競技会場地輸送および

その他大会諸行事に直接関係する会場等の相互間の輸送とする。 

 

２ 全国輸送 

（１）全国輸送計画の策定 

県は、関係機関および関係団体等の協力を得て、全国から来県する選手・監督

および都道府県選手団本部役員等の全国輸送計画を策定する。 

なお、計画の策定に当たっては、各都道府県等に対する来県意向調査を実施す

る。 

（２）輸送業務の範囲 

  【国スポ】 

全国から来県する選手・監督および都道府県選手団本部役員等について、各都

道府県出発地から宿泊地の間とする。 

【障スポ】 

全国から来県する選手および役員等について、各都道府県出発地から指定乗降

地（全国から来県する選手および役員等に示す来県・離県の際に利用する駅等を

いう。以下同じ。）の間とする。 

（３）集合・解散輸送 

    選手・監督および都道府県選手団本部役員等の全国輸送は、自由集合・自由解

散（鉄道、航空機、路線バス等の公共交通機関または自家用車等を利用して集合、

解散することをいう。）とする。なお、県は必要に応じて、列車の増発・増結、

航空機の増便等座席の確保その他の輸送上の便宜が図られるよう、関係機関およ

び関係団体等に要請する。 

（４）輸送案内 

  【国スポ】 

輸送案内は、県が主要拠点に設置する総合案内所および会場地市町が指定下車

駅等（全国から来県する選手・監督等に宿舎の目標駅等として示す宿舎最寄り駅

等をいう。以下同じ。）に設置する案内所において行う。 

  【障スポ】 

    輸送案内は、県が指定乗降地に設置する総合案内所において行う。 

（５）指定下車駅等および指定乗降地の設定 

  【国スポ】 

選手・監督および都道府県選手団本部役員等の指定下車駅等は、県が会場地市

町と協議のうえ、会場地市町の宿泊地の最寄りの駅等から１カ所以上を設定する。 

 

  【障スポ】 

    選手および役員等の指定乗降地は、来県の利便性、駅構内および周辺のバス乗

降場の状況、宿舎および競技会場地へのアクセス等を勘案し県が設定する。 



（６）指定下車駅等および指定乗降地からの輸送 

  【国スポ】 

指定下車駅等と宿舎の間の輸送については、輸送距離および道路交通事情を勘

案し、必要に応じて会場地市町が行う。 

  【障スポ】 

    指定乗降地と宿舎の間の輸送については、輸送距離、道路交通事情ならびに選

手および役員等の参集方法を勘案し、必要に応じて県が行う。 

 

３ 開・閉会式輸送 

（１）開・閉会式輸送実施計画の策定 

    県は、関係機関および関係団体等の協力を得るとともに、式典計画および開・

閉会式会場整備計画等の関係する各種計画を十分に考慮し、開・閉会式輸送実施

計画を策定する。 

（２）輸送業務の範囲 

  【国スポ】 

開・閉会式に参加する選手・監督および都道府県選手団本部役員等について、

指定集合地（開・閉会式輸送における選手・監督等の集合地をいう。以下同じ。）

と開・閉会式会場の相互間とし、原則として計画輸送とする。 

  【障スポ】 

開・閉会式に参加する選手および役員等について、開閉会式当日における開・

閉会式会場、指定集合地および競技会場の相互間とし、原則として計画輸送とす

る。 

（３）指定集合地の設定 

    開・閉会式における選手・監督および都道府県選手団本部役員等の計画輸送を

円滑に行うため、宿舎の分布、参加人員および道路交通事情等を勘案し、県と会

場地市町が協議して開・閉会式輸送の起点・終点となる指定集合地を設定する。 

（４）指定集合地と宿舎間の誘導 

   【国スポ】 

指定集合地と宿舎が異なる場合は、指定集合地と宿舎間の誘導を会場地市町が

行い、指定集合地において県に引継ぎを行う。 

（５）計画輸送経路の設定 

    県は、輸送距離、所要時間および道路交通事情等を勘案し、関係機関および関

係団体等と協議のうえ、開・閉会式における計画輸送経路を設定する。 

（６）添乗員の配置 

    計画輸送バスの各車両には、乗降時の誘導、乗車人員の把握および事故発生等

の緊急時における措置のため、原則として係員が添乗する。 

 

（７）一般観覧者の輸送 

ア 一般観覧者の輸送は、関係機関および関係団体等の協力を得て、鉄道、路

線バス等の公共交通機関を最大限に活用するとともに、主要鉄道駅および駐



車場等からのシャトルバスの運行、臨時乗降場の設置等の必要な措置を講じ

る。 

イ 自家用車での来場は、原則として認めない。ただし、開・閉会式会場の車

椅子席利用者等の輸送については、別途配慮する。 

（８）車両許可証等の交付 

会場周辺に乗り入れを認める車両は、一般車両と容易に区別ができるよう別に

定める許可証等を交付する。 

 

４ 競技会場地輸送 

（１） 会場地市町輸送・交通業務指針 

  【国スポ】 

県は、会場地市町における輸送・交通業務を推進するため、会場地市町輸送・

交通業務指針を示し、業務の円滑な準備、運営に努める。 

（２） 競技会場地輸送計画 

  【国スポ】 

会場地市町は、会場地市町輸送・交通業務指針に基づき、競技会場地輸送計画

を策定する。同一の競技が２市町以上の会場地で行われる場合の選手・監督およ

び都道府県選手団本部役員等の輸送は、関係市町が協議のうえ実施する。 

【障スポ】 

    県は、関係機関および関係団体等の協力を得るとともに、会場地市町と調整を

図り、競技会場地輸送計画を策定する。 

 

５ 円滑な輸送の確保 

（１）借上バス等の確保 

  【国スポ】 

県は開・閉会式輸送、会場地市町は競技会場地輸送について、それぞれが関係

機関および関係団体等の協力を得て、必要なバスおよびタクシー等の車両の確保

に努める。 

なお、県は、競技会場地輸送に必要なバス台数を把握し、会場地市町と協議の

うえ、必要に応じて関係機関および関係団体等にバス確保の協力を要請する。 

  【障スポ】 

県は、開・閉会式輸送および競技会場地輸送について、関係機関および関係団

体等の協力を得て、必要なバスおよびタクシー等の車両の確保に努める。 

 

 

 

 

（２）鉄道・路線バス等の確保 

  【国スポ】 

    県は開・閉会式輸送、会場地市町は競技会場地輸送について、それぞれが関係



機関および関係団体等の協力を得て、鉄道・路線バス等について、円滑な輸送の

確保に努める。 

  【障スポ】 

    県は、開・閉会式輸送および競技会場地輸送について、関係機関および関係団

体等の協力を得て、鉄道・路線バス等について、円滑な輸送の確保に努める。 

（３）予備車の確保 

県および会場地市町は、大会期間中、緊急時に備えて予備車を確保する。 

 

６ 駐車場の確保 

   県および会場地市町は、道路交通事情および大会参加者等の車両台数を勘案し、

関係機関および関係団体等の協力を得て駐車場の確保に努め、その効率的な利用を

図る。 

 

７ 交通安全対策 

  県および会場地市町は、会場周辺における交通の安全確保と円滑な輸送を図るた

め、関係機関および関係団体等の協力を得て、駐車場および乗降場における車両の

誘導や交通規制等の必要な措置を講じるものとする。 

  なお、交通安全対策の実施に当たっては、地域住民等への広報活動を行い、協力

を要請するとともに、交通案内標識、案内板等の設置および各種広報媒体の積極的

な活用により、円滑な通行を確保する。 

 

８ 輸送サービスの推進 

（１）輸送担当係員の講習 

   県および会場地市町は、円滑な輸送を推進するため、必要に応じて県および会

場地市町の輸送担当係員に対し、業務内容の徹底やサービス向上等のための講習

会等を実施する。 

（２）輸送関係機関等の講習 

   県および会場地市町は、円滑な輸送を推進するため、関係機関および関係団体

等に対して、業務内容の徹底、サービス向上等のための講習会の実施を求める。 

 

９ 輸送本部の設置 

県は、輸送・交通業務を円滑に遂行するため、輸送本部を設置する。 

 

10 その他 

 上記のほか、輸送・交通業務に関して必要な事項については、別に定める。 
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中
旬

（
5日

間
）

第
60

回
全

国
社

会
人

サ
ッ

カ
ー

選
手

権
大

会

ボ
ク

シ
ン

グ
未

定

自
転

車

(ロ
ー

ド
･レ

ー
ス

)

8月
下

旬

（
1日

）
全

国
都

道
府

県
対

抗
自

転
車

競
技

大
会



第
79

回
国

民
ス

ポ
ー

ツ
大

会
東

近
江

市
開

催
競

技
別

日
程

（
案

）
【

本
大

会
】

1日
目

2日
目

3日
目

4日
目

5日
目

6日
目

7日
目

8日
目

9日
目

10
日

目
11

日
目

9/
21

（
日

）
9/

27
(土

)
9/

28
（

日
）

9/
29

（
月

）
9/

30
（

火
）

10
/1

（
水

）
10

/2
（

木
）

10
/3

（
金

）
10

/4
（

土
）

10
/5

（
日

）
10

/6
（

月
）

10
/7

（
火

）

東
近

江
市

総
合

運
動

公
園

布
引

陸
上

競
技

場

（
1面

）

1回
戦

（
2試

合
）

芝
養

生
準

決
勝

（
2試

合
）

3位
決

定

決
勝

（
2試

合
）

京
セ

ラ
株

式
会

社

滋
賀

八
日

市
工

場

総
合

グ
ラ

ウ
ン

ド
（

2面
）

1回
戦

（
6試

合
）

準
々

決
勝

（
4試

合
）

ボ
ク

シ
ン

グ

(全
種

別
)

成
年

男
子

成
年

女
子

少
年

男
子

(6
1)

24
県

13
県

24
県

東
近

江
市

能
登

川
ア

リ
ー

ナ

（
2面

）

1回
戦

（
55

試
合

）

2回
戦

（
59

試
合

）

準
々

決
勝

（
68

試
合

）

準
決

勝

（
34

試
合

）

決
勝

（
17

試
合

）

自
転

車

ロ
ー

ド

レ
ー

ス

(全
種

別
)

成
年

男
子

女
子

少
年

男
子

(1
41

)

47
県

47
県

47
県

東
近

江
市

特
設

ロ
ー

ド

レ
ー

ス
コ

ー
ス

決
勝

軟
式

野
球

(幹
事

市
)

成
年

男
子

32

東
近

江
市

ひ
ば

り
公

園

湖
東

ス
タ

ジ
ア

ム

※
6市

町
共

催

1回
戦

（
3試

合
）

2回
戦

（
2試

合
）

準
々

決
勝

（
1試

合
）

準
決

勝

（
2試

合
）

3位
決

定

決
勝

（
2試

合
）

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル

成
年

男
子

13

東
近

江
市

総
合

運
動

公
園

布
引

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド

（
2面

）

1回
戦

（
5試

合
）

準
々

決
勝

（
4試

合
）

準
決

勝

決
勝

（
3試

合
）

カ
ヌ

ー

ス
プ

リ
ン

ト

(全
種

別
)

成
年

男
子

成
年

女
子

少
年

男
子

少
年

女
子

(2
04

)

成
男

K
1 

24
県

成
男

C
1 

24
県

成
女

K
1 

19
県

成
女

C
1 

10
県

少
男

K
1 

29
県

少
男

K
2 

12
県

少
男

C
1 

26
県

少
男

C
2 

12
県

少
女

K
1 

24
県

少
女

K
2 

12
県

少
女

K
4 

12
県

伊
庭

内
湖

特
設

コ
ー

ス

（
9レ

ー
ン

）
公

式
練

習
公

式
練

習
50

0ｍ
予

選

（
29

試
合

）

50
0ｍ

準
決

勝

（
18

試
合

）

50
0m

決
勝

（
11

試
合

）

20
0ｍ

予
選

（
29

試
合

）

20
0m

準
決

勝

（
18

試
合

）

20
0ｍ

決
勝

（
11

試
合

）

ゴ
ル

フ
女

子
47

県

名
神

八
日

市

カ
ン

ト
リ

ー
倶

楽
部

（
18

ホ
ー

ル
）

公
式

練
習

1日
目

決
勝

※
大

会
開

催
候

補
期

間
：

【
第

１
案

】
令

和
７

年
９

月
27

日
（

土
）

～
10

月
７

日
（

火
）

／
【

第
２

案
】

令
和

７
年

９
月

28
日

（
日

）
～

10
月

８
日

（
水

）
／

【
第

３
案

】
令

和
７

年
10

月
４

日
（

土
）

～
10

月
14

日
（

火
）

令
和

４
年

５
月

１
日

現
在

前
半

後
半

総 合 閉 会 式

サ
ッ

カ
ー

成
年

男
子

16

総 合 開 会 式

種
目

種
別

参
加

チ
ー

ム
数

会
場

約
53

0人

約
2,

10
0人

約
50

0人

選
手

･監
督

競
技

役
員

参
加

延
べ

人
数

約
90

0人

約
40

0人

約
55

0人

約
1,

00
0人

会
期

前
開

催


